








インドネシア共和国の労働省 

訓練・生産性指導総局の決定 

番号：2/4100/HK.03.01/XII/2022 

 
海外技能実習の実行の許可の延長 

「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関 

 

全能なる神様の恩恵により、 

訓練・生産性指導総局は以下事項を決定する。 

 

 
 

背景 

a. 「 YONASINDO INTRA PRATAMA 」 の 職 業 訓 練 機 関 は 、 番 号 

KEP.2/633/HK.13/XI/2019 の 2019 年 11 月 28 日の労働省、訓練・生産性指導総

局の決定により、海外技能実習の実行3年間の許可をもらい、許可の期間は2022

年11月28日に終了となる。 

b. 「 YONASINDO INTRA PRATAMA 」 の 職 業 訓 練 機 関 は 、 番 号 

016/HRGA/VIII/2022 の 2022 年 08 月 15 日の書面で、訓練・生産性指導総局に海

外技能実習の実行の許可の延長の申し込みを提出した。 

c. 書類の揃いと妥当性の確認の結果に基づき、また、番号 2/205/HK.13/II/2022 の

2022 年 2月 2 日が訓練・生産性指導総局の決定の番号 2/2490/HK.13/IX/2022の

2022年9月9日に変更することに基づき確立された確認チームによる現場の観察、

及び、番号 2/936/LP.03.01/XI/2022 の 2022 年 11 月 2 日の譲渡通知書により、

「YONASINDO INTRA PRATAMA」の職業訓練機関は、全ての資格を揃い、海

外技能実習の実行の許可の延長を得たと証した。 

d. 「a」と「b」と「c」に記載されている背景に基づき、「YONASINDO INTRA 

PRATAMA」の職業訓練機関での海外技能実習の実行の許可の延長は訓練・生産性

指導総局の決定するのが必要である。 

 
法的の根拠 

1. 労働法 2003 年 13 号（2003 年 39 号のインドネシア共和国官報、4279 号のインド



ネシア共和国官報補遺） 

2. 国内職業訓練システムに関する政府規則 2006 年 31 号（2006 年 67 号のインドネ

シア共和国官報、4637 号のインドネシア共和国官報補遺） 

3. 海外技能実習の実行・許可の手続きに関する番号 PER.08/MEN/V/2008 の労働・

移居住大臣規則 

4. 職業訓練機関の許可・登録の手続きに関する労働大臣規制 2006 年 17 号（2016 

年 712 号のインドネシア共和国官報） 

5. 労働省の組織及び職業手順に関する労働大臣規制2021 年 1 号（2021 年 108 号の

インドネシア共和国官報） 



 

 

結論 ： 労働省、訓練・生産性指導総局の決定 

海外技能実習の実行の許可の延長について 

 

第一番目 

a. 機関名 :「YONASINDO INTRA PRATAMA」✰職業訓練機関 

b. 責任者 : Yonas Karyanto 

c. 営業内容・プログラム：日本語・日本文化 

d. 住所 : Jl.   Pembangunan   III   No.   45   Kel.   Karangsari,   Kec.   Neglasari, 

KotaTangerang- Banten 

e. 電話番号 : (62-21)55769656 

 
 

上記に記載されている機関は海外技能実習✰実行✰許可の延長を与えられた。 

 

 

第二番目 

第一番目に記載されている職業訓練機関は、実習生を選択・募集する前に、受け入れ組

織から技能実習✰位置づけ✰募集✰申し込み✰書類をもらわなけらばならない。 

 
第三番目 

第二番目に述べたら技能実習✰申し込み✰書類は、訓練・生産性指導総局に報告する。 

 
 

第四番目 

海外職業する技能実習生は、そ✰国✰言語、規則、文化に関する知を、識及び調整トレ

ーニングで、そ✰外国でやる職業✰ため✰技能訓練を取得しなければならない。 

 
第五番目 

第一番目に記載されている職業訓練機関は、法律✰とおりに、海外技能実習を行わなけ

ればならない。 

 
第六番目 

第一番目に記載されている許可は、３年間に有効である。また、そ✰許可は、職業訓練

機関✰性能✰考慮によって延長できる。 



第七番目 

たとえ技能実習実行許可✰期間が終了しても、又は技能実習実行許可✰延長がまだ発行

していなくても、第一番目に記載されている職業訓練機関は、実習✰契約✰とおりに✰ 

義務・権利を履行しなければならない。 

 
第八番目 

本決定は、発行日から有効である。 

 

 

 
ジャカルタ市、2022 年 12 月 30 日に確定した。 

訓練・生産性指導総局 

【署名】 

                 BUDI HARTAWAN 

公務員登録番号: 19630715 198903 1 002 

 

 

 
控え: 

1. インドネシア共和国✰労働大臣 

2. 日本国に置くインドネシア共和国✰大使 

3. インドネシア共和国に置く日本✰大使 

4. インドネシア共和国✰労働省事務局長 

5. インドネシア共和国✰労働省監査長官 

6. バンテン州✰ワンドア統合サービス・資産投資事務所長 

7. タンゲラン市✰労働者事務所長 


